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平成２３年度第１回経営改革推進委員会 会議内容（概要） 

開催日時 平成２３年５月２３日（月） １３：１０～１５：００ 

場 所 市役所本庁舎５階入札室 

出席者 

[委員長] 島田副市長 

[委員]  鶴岡企画政策部長（副委員長）、岡澤企画政策部次長、広瀬総務部次長、 

白川財政部次長、行木環境部次長、増田市民経済部次長、真殿保健福祉部次長、 

三橋都市整備部次長、染谷こども部次長、高柳議会事務局次長、 

野中監査委員事務局長、常田農業委員会事務局長、若林教育総務部次長、 

江口学校教育部次長、早瀬生涯学習部次長、郡司消防本部次長 

※欠席 植草選挙管理委員会事務局長、渡辺企業局業務部次長、 

植草企業局工務部次長 

 [    [説明者] 星社会教育課長、河栗社会教育課係長 

[出席者]竹田企画政策課長、菅原財政課長 

 [事務局(経営改革推進室)] 吉川室長、宮澤主幹、塩川主査、多賀谷主事 

議 事 

Ⅰ．検討事項 

１．平成２３年度の経営改革の取り組みついて 

２．指定管理者制度の今後の予定について 

３．公共施設再生計画基本方針(案)及び再生計画策定作業について  

４．補助金交付要綱の見直しについて 

Ⅱ．報告事項 

１．スプリングレビュー（行政マネジメントシステム試行）の実施について 

２．新庁舎建設計画（案）について 

３．人口推計について 

４．機構改革の実施について  

５．東日本大震災を受けた今後の財政見通しについて 

                                              

 

Ⅰ．検討事項                                        

１． 平成２３年度の経営改革の取り組みについて 

・２３年度の経営改革の課題と対応策案について、事務局より説明。経営改革プランの進行

管理と改定及び第３次行政改革大綱終了に伴う対応、公共施設再生計画基本方針及び再

生計画の策定、新庁舎建設の推進等について、事務局案の通り進めていくことで了承さ

れた。 

２． 指定管理者制度の今後の予定について 

・習志野郵便局旧局舎跡地に建設中である（仮称）大久保地区パートナーシップ施設への指

定管理者制度導入の方針について、生涯学習部より説明。その後、意見交換・質疑等を行

い、事業内容・対象者等、詳細については保留とし、次回以降の推進委員会で説明してい

くこととした。 

・東日本大震災による閉館のため未収入となった利用料金について、習志野市指定管理者標

準協定書第２８条の規定に基づき、各部と所管している施設の指定管理者および財政部

との協議によって、リスク分担について検討していくことが確認された。 

３． 公共施設再生計画基本方針(案)及び再生計画策定作業について  

・公共施設再生計画基本方針・再生計画策定の作業に取り組むにあたり、庁内検討組織とし

て、プロジェクト・作業部会の設置を規定した公共施設再生計画検討プロジェクト設置要

領（案）が事務局より示された。その後、意見交換・質疑等を行い、了承された。 
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４． 補助金交付要綱の見直しについて 

・第３者機関である補助金審査委員会の提言を受け、今後サンセット方式が馴染む補助金と

馴染まない補助金を精査し、推進委員会で採択することにより、再度補助金交付要綱を見

直すこととする事務局案が示され、了承された。 

 

Ⅱ．報告事項                                        

１．スプリングレビュー（行政マネジメントシステム試行）の実施について  

・定員管理に係り、各部・課に来年度の配置希望等をヒアリングするスプリングレビューに

おいて、各部より切実な増員の要望が出てきていることを受け、来年度以降の職員数につ

いて、次回以降の推進委員会で検討したい旨の報告を行った。 

２．新庁舎建設計画（案）について 

・喫緊の課題である新庁舎建設について、６月議会重要事項説明予定である、新庁舎建設の

考え方（案）が報告された。 

３．人口推計について 

・平成１２年度以来の実施となる人口推計について、全市統一的な推計の重要性を確認し、

各部に協力を依頼した。 

４．機構改革の実施について  

・定員管理と併せ、組織機構のスリム化についても、次回以降の推進委員会で検討していき

たい旨、報告された。 

５．東日本大震災を受けた今後の財政見通しについて 

・東日本大震災を受け、震災前の財政予測より更に収支不均衡が進み、経営改革プラン等本

市の財政フレームの見直しが必須となる状況であることが報告された。 

 

 

 

 

 


